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甲賀支部　安達　信良

会 員 の 動 き

会員数

４０４名

入 会

１名

退 会

０名

会員数

４０５名
男

３５５名
女

５０名

内　　訳

内訳　個人事務所開業　　男 ３５２名 女 ５０名
　　　行政書士法人社員　　男 ３名 女 ０名
　　　法人会員数  １法人

入 会 者

1057
　

07251108
H19.6.15

平尾志津江　
529-1631

会員
番号

登　録
番　号

氏　　　名
入会年月日 郵便番号 事務所所在地

（TEL・FAX・E-mail）
蒲生郡日野町鎌掛2268
TEL.0748-52-3982  FAX.0748-52-3982
E-mail:

事務所所在地変更者

H19.6.15 武村　陽子 520-0802 大津市馬場2-6-10 平安ハイツ203号室
TEL.077-522-0299  FAX.077-522-0299

変更年月日 氏　　　名 郵便番号

なし

名簿頁事務所所在地
（TEL・FAX）

第３回理事会の開催第３回理事会の開催第３回理事会の開催
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中年ライダー
復活しました

第２７回日政連定期大会第２７回日政連定期大会
「新陣容で更なる躍進をめざす」「新陣容で更なる躍進をめざす」

江南　久詞江南　久詞日政連滋賀県支部支部長日政連滋賀県支部支部長

第２７回日政連定期大会
「新陣容で更なる躍進をめざす」

江南　久詞日政連滋賀県支部支部長

平成１９年度日行連定時総会平成１９年度日行連定時総会

中村中村　　純一郎純一郎理事理事

平成１９年度日行連定時総会

中村　純一郎理事

大津支部・健康診断のお知らせ大津支部・健康診断のお知らせ大津支部・健康診断のお知らせ

平成１９年度事業の推進＝「パブコメ」への取り組み平成１９年度事業の推進＝「パブコメ」への取り組み
盛武　　隆盛武　　隆滋賀県行政書士会　会長滋賀県行政書士会　会長

平成１９年度事業の推進＝「パブコメ」への取り組み
盛武　　隆滋賀県行政書士会　会長

６月２日（土）正副会長会
　 （於）大阪市　シティプラザ大阪 ４名出席
　   近畿地方協議会定例会長会
　 （於）大阪市　シティプラザ大阪 ４名出席
６月３日（日）自由民主党滋賀県第一選挙区支部大会
　 （於）大津市　ロイヤルオークホテル
  盛武会長出席
６月５日（火）行監主催「瀬田行政なんでも相談所」
　 （於）大津市　瀬田アルプラザ 吉田（夕）会員出席
６月７日（木）常設くらしの無料相談所
　 （於）事務局会議室 林（秀）会員出席
６月１０日（日）参議院議員ありむら治子決起大会
　 （於）近江八幡市　ホテルニューオウミ
　  江南支部長出席
６月１２日（火）参議院議員通常選挙「山下英利推薦団体会議」
　 （於）大津市　滋賀ビル９階　かすが会議室
  江南支部長出席
６月１６日（土）第３回理事会
　 （於）滋賀会館　特D会議室 ２１名出席
６月１７日（日）参議院議員山下英利決起大会
　 （於）長浜市　長浜商工会議所 北村幹事出席
６月２０日（水）日行連会長会・理事会　
　 （於）東京都　日行連事務局 盛武会長出席
６月２１日（木）日行連定時総会　
　～２２日（金）（於）東京都　セルリアンタワー東急ホテル
  ６名出席
６月２２日（金）日政連定期大会
　 （於）東京都　セルリアンタワー東急ホテル
  ５名出席
６月２３日（土）広報部会
 （於）事務局会議室 ８名出席
６月２５日（月）総務部会
　 （於）事務局会議室 ５名出席
６月２７日（水）第２回日政連県支部幹事会
　 （於）事務局会議室 ８名出席
６月３０日（土）土地開発部会
　 （於）事務局会議室 　６名出席

　新執行部がスタートして広報部も新メンバーで初編
集会議を開催し、この紙面を編集しました。会報は１０
名の担当によって原稿の依頼から始まり、紙面の割り
振り、そして校正を繰り返し行いようやく会員の皆様
のお手元に、お届けできる「行政書士しが」が完成し
ます。広報部員一同、一にも二にも元気！やる気！で
スタートしました。前広報部員の方々へ２年間のご苦
労を察し感謝申し上げるとともに、これからの２年間、
会員の皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。

（堀内美智子）

　

　大津支部では、今年も毎年恒例の健康診断を実施致し
ます。大津支部以外の会員の皆さんも、ご希望の方は、
下記要領で行いますので、是非御参加ください。申込期
限が迫っておりますが、皆さんのご参加をお待ちしてお
ります。
　夏の体調管理に是非お役立てください。

記

日　時　平成１９年８月６日（月）
時　間　１０：３０受付
場　所　（財）近畿健康管理センター
　　　　（大津市湖城が丘１９－９）０７７－５５１－０５００　　
内　容　既往症、業務歴の調査、自他覚症状の有無、医師診

察、身長・体重・肥満度（ＢＭＩ）、視力（遠点）、聴力
検査、血液検査、血圧測定、心電図検査、胸部Ｘ線
間接撮影、検尿（蛋白・糖・潜血）

　　　　（オプション…Ｃ型肝炎、前立腺癌、ペプシノ
ーゲン、大腸癌）

費　用　「６,６１５円（税込）」＊オプションは別料金になります
　　　　※大津支部会員は半額補助致します。　　
申　込　納富事務所
F A X　（０７７）５９４－４２０６
E-mail michiko0415@infoseek.jp
締　切　７月１９日（木）
　　　　※お問い合わせは、納富事務所
　　　　　TEL（０９０）７５５０－１１９９まで。

　定時総会から早一ヶ月が過ぎ、理事会で承認された
各部部長が核となり本会の事業は具体的に推進されつ
つある。各部の事業や予算は総会資料として会員各位
に送付済みであり、活動結果はホームページで随時お
知らせしているのでご確認願いたい。
　さて全国単位会の予算の合計金額は、おおよそ３５億円、
その中に占める日行連の予算は約５億円、滋賀会の年間予
算は約３千５百万円となっている。いうまでもなく行政書
士制度発展のための法改正、行政や各政党本部との協議は
日行連の責務であり５億円がそのためにある。その会費を
負担すること、さらに地方行政や地方議会との関わりを通
じて、日行連の諸活動に反映させるとともに、会員のため
に必要な施策を講じることが単位会の役割でもある。
　ところが近年このような役割分担に異変が生じている。
それは内閣府における「特区、規制改革・民間開放集中受
付」、各府省が行なう「パブリックコメントの募集」である。
　例えば資格団体の強制入会制度には会や会員、そし
て一般国民からもそれぞれの立場で賛否両論の応募が
ある。このことにより中央団体がその組織の意見を代
表し、監督官庁がそれを支持するという図式が必ずし
も当てはまらないこととなっている。
　規制改革・民間開放推進会議による「商業登記の行政
書士への開放」問題がある。司法書士会と法務省は反
対したが、「国民の声を聴いて考えよ」と言うことに
なり、全国の法務局の窓口において利用者のアンケー
ト調査が法務省で実施された。その結果は司法書士と
行政書士の利用率や信頼度がほぼ均衡していたのである。
　この結果は大変重要な意味を持っている。制度論が公
に議論されるとき、利害関係者たる当事者に聞かず「国
民に聴け」と言う手法、すなわち国民投票である。これが
定着すれば、そもそも中央団体の総意を発信する出番が
無くなる。　
　すなわち、中央団体の役割の一部が必要なくなること
を示唆している。現在でも行政書士に関係するパブコメ
に日行連が全て応募しているわけではない。そうなると
応募した者が誰であれ当該パブコメの意見は出した者が
「代表する意見」となる可能性を秘めている。ましてや
単位会と会員との意見が異なっている場合は日行連のと
りまとめが重要であるが、日行連が応募していなければ
ヒアリングの機会さえ与えられないということになる。
　このような現実を見つめるとき、会員であろうと単位
会であろうと、中央各府省へのパブコメ、意見具申、要
望などは、会員レベルや単位会レベルで応募していなけ

れば取り残されると言わざるを得ない。その観点から、
特に単位会に密接に関連する地方自治体や地方議会に対
するパブコメ、請願・陳情・要望は随時行うことが肝要
となろう。意見を言わなければ、意見がないとされるか
らである。誰がその制度の代表者たり得るか問われる。
　日弁連から「LAWYER」表記にクレームが付けられて
いる。内閣府の規制改革・民間開放推進委員会の議事録
によれば、例えば、「弁理士は特定侵害訴訟の代理権も
付与されることになり、内閣の知的財産に関する国家戦
略を念頭に、弁理士をパテントアトーニーと英語訳した。
アメリカで言えば、特許弁護士という称号の訳を、内閣
が指定したが、アメリカ人から見ると、日本の弁理士を
法律家と捉えることになる。」というくだりがある。
　法務省入管局関係業務は「申請取次者」である行政書
士により行なわれ、昨年弁護士も参入した。外国人の認識
として、入管業務は「GYOSEISHOSHI LAWYER」が唯一
の専門家として定着している。弁護士は「LAWYER」とし
て新規参入者となったが後発であり、実績に乏しく経験
も浅いということから「GYOSEISHOSHI LAWYER」の
ほうが信頼を勝ち得ていると聴いている。この領域でい
まさら「LAWYER」を使うなと言われても、実績と信頼性の
ある行政書士のほうが分かり易いと言うことになっている。
　ATTORNEYはアメリカ、SOLICTOR又はBARRISTER
は英国の弁護士。日弁連は全ての「法律家」の外国語訳
の使用を禁ずるのであろうか。我が国の弁護士法には「弁
護士」の名称使用禁止規定はあるが外国語表記の使用禁
止規定はない。国内法であるから当たり前である。
　この問題で注意を要するのは、内閣府が国内法を英
語訳化する作業に入っている中で行政書士や他の士業
を何と訳すかということにある。それを前提とした抑
止論的な日弁連の主張であれば、日行連も日弁連でな
く内閣府に言わなければ「意見がない」と整理される
ことは必定である。サービス貿易の自由化が叫ばれる
国際化時代に「外国人が何の専門家として捉えるか」。
国内制度も国際的視野で競争原理に晒されている。

■行政書士の英訳例
  独禁法翻訳版に８資格者の表記がある。行政書士は
administrative scriveners
■パブコメ─「パブリックコメント」の略
　行政手続法または任意に法令等に対する国民の意見
を募集する制度。
  http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

　梅雨空の６月２１日･２２日、東京渋谷駅近くのセルリア
ンタワー東急ホテルにおいて日本行政書士会連合会の
定時総会が開催され、代議員として松村副会長と中村
が出席した。

　１０時より総務大臣表彰状授与式、１０時４５分より総会
となり宮内会長の挨拶、次に議案審議となったが、突
然兵庫会の代議員出席資格について岐阜会より動議が
提出され、議長はそのことについて主旨説明も行わず
動議として取り上げるかどうか賛否をとった。結果は
否決となったが議場は騒然となり始めから荒れ模様で
あった。

　次第に落ち着きをとり戻し１８年度の事業・決算報告
へ移った。２議案には事前に６０件の質問が出されてい
たが、関連事項はまとめて会長、各担当にて答弁が行
われた。主な内容は法改正への動き（主張又は陳述の
代理及び罰則の強化等）であった。　
　
　３号議案は会則の一部改正、これは役員の構成及び事
業の執行体制を含めた組織の効率化を図るため「常任理
事」を設けること、単位会会長が連合会の役員を兼ねて
いる実態を鑑み「会長会」を廃止することであった。

　１９年度事業計画・予算案については中央研修所の運営、
ＡＤＲ機関の設立等があり、５議案については全て承
認された。次に注目の役員改選会長選挙に移り３候補
の所信が述べられ投票へとなったが過半数を得た候補
者はなく１・２位による決戦投票となり１０９票対７５票に
て静岡会の宮本達夫新会長が誕生した。

　翌２２日は副会長・理事・監事の選任がなされ期待をこ
めた拍手の承認で宮本体制の船出となり熱い総会の幕
がおりた。

　日政連定期大会は去る６月２２日（金）日行連定時総会
終了後、都内ホテル（セルリアンタワー東急ホテル）に
て開催された。今大会は、役員の改選があり、東京都支
部の畑光氏が選考委員により会長に選ばれた。同時に幹
事５０名と会計監事２名も選任された。大会は総務委員長
の司会、開会のことばと続き、会長の挨拶、大会成立宣
言、議長、副議長の選任、議事録署名人の指名、議事運
営委員会の報告が終わり、議案審議に入った。

第１号議案　平成１８年度運動経過報告について
第２号議案　平成１８年度決算報告について（監査報告）
第３号議案　日本行政書士政治連盟規約の一部改正案

について
第４号議案　平成１９年度運動方針案について
第５号議案　平成１９年度予算案について
第６号議案　役員の改選について

　全議案について、賛成多数で可決承認された。
　第１号議案から第５号議案までの提出された質問につ
いては以下のとおりであった。

第１号議案（平成１８年度運動経過報告について）
行政書士法の改正と１８年度運動経過報告、司法制度改
革、外事特別委員会等８件。

第２号議案（平成１８年度決算報告について）
平成１８年度決算報告１件

第３号議案（日政連の規約の一部改正案について）
日政連の規約の一部改正について５件

第４号議案（平成１９年度運動方針案について）
法改正、参議院議員選挙、運動方針案、司法制度改革、
職域拡大・確保等１２件

　大会そのものは大きな波瀾もなく予定時間より早く終
了したが、質疑の時間が少し足りなかったのではないか
と思われた。議案書の事前配布、代議員制を採用してい
るのでそれもある程度しかたないかもしれない。

清水会員を推薦決定する

　６月２７日（水）に開催された日政連滋賀県支部の
新役員による初めての幹事会で来る９月９日（日）
投開票の草津市議会選挙に立候補を予定している清
水正樹会員（現）の推薦を決定しました。会員の皆
様のご支持・ご支援をお願い申し上げます。

　平成１９年度総会での役員改選後、初の理事会が６月１６
日（土）１４時から、滋賀会館４F特別集会室Ｄにおいて開
催された。
　簡単な自己紹介の後、議事に入り活発な意見が交わさ
れた。今回改選された新理事は、若手とベテランがバラ
ンス良く登用され、清新で重厚な構成となった。今後の
理事会がより充実した機関として機能するよう期待したい。
　当日の議題は以下のとおりである。
　審議事項

　○平成１９年度役員の選任について
　○平成１９年度事業計画の実施と予算確認について
　○会長に事故ある場合の対応（会則２７条・２８条）について
　○行政書士試験に係る「試験場責任者」の推薦について

　協議事項
　○当面の行事予定について
　○日行連総会の開催について（会長選挙等）
　○滋賀自由業団体連絡協議会について（当番会）

　報告事項
　○近畿地方協議会定例単位会会長会議の結果について

　その他
　○選挙管理委員長の提言について
　○役員就任承諾書・委嘱状について

　各議題の主要な決定事項等は次のとおりである。
　○相談役の委嘱について（氏名のみ記載）
　　相談役　　久米　清美　　　奥野　　登
　○役員の業務分掌（責任者氏名のみ記載）
　　総務部長　炭本　淳子　企画部長　　井上　超由
　　広報部長　堀内美智子　監察部長　　小西　正博
　　法務部長　根来　　章　業務推進部長　鈴木　誉也
　　担当副会長
　　　礒田　周治　総務部・法務部
　　　山口　秀子　企画部・広報部
　　　松村　　弘　監察部・業務推進部

　なお、各部会長は業務推進部長が人選し、正副会長と
相談し、決定次第文書で理事に通知し、次回理事会で確
認することで全員の承認を得た。

　○平成１９年度事業計画の実施と予算確認について
　　事務局より、４月１日以降の収支決算状況が報告

された後、新体制による実質的な事業開始に当た
って大変厳しい財政事情が予想されるため、この
状況を充分認識の上、事業計画の推進に努力する
ことが全員により確認された。

　○会長に事故ある場合の対応（会則２７条・２８条）について
　　審議の結果、礒田周治副会長に決定した。
　○行政書士試験に係る「試験場責任者」の推薦について
　　審議の結果、鈴木誉也理事を推薦することに決定した。
　○当面の行事予定について
　　次回の理事会は８月４日に決定した。　
　○日行連総会の開催について（会長選挙等）

　　滋賀の代議員は２名で、松村弘副会長、中村純一
郎理事に決定。なお、盛武会長は、日行連役員と
して出席する。日行連会長選挙立候補者は３名で、
盛武会長が立候補していることが確認された。

　○滋賀自由業団体連絡協議会について（当番会）
　　会長から、当番会として弁護士会や弁理士会の加

入問題、職務上請求書問題、法テラス等について
協議していきたいと報告があった。

　○近畿地方協議会定例単位会長会議の結果について
　　会長から、中央研修所及び地協研修所の講師問題

や地協関係書類の保存を１０年とすること等が協議
されたと報告があった。

　○選挙管理委員長の提言について
　　先の総会における反省に立った提言に基づき、改

めて協議することに決定した。
　○役員就任承諾書・委嘱状について
　　総会で選任された役員はすべて就任を承諾された。

部員・部会員については決定され次第、順次委嘱
状を交付する。

　

　
　
　昭和６１年（１９８６年）に開業してから早くも２１年が過ぎ、
当時は３０歳前半の私でしたが、５０歳も半ばとなってしま
いました。お陰でこのペンリレーも２回目のご指名を頂き、
気合いを入れて書くつもりが、いざとなると何を書こう
かなと悩んでおります。
　突然の話の始まりですが、昨年バイク（中古）を買い
ました。事務所に来られたお客さんが所有していたもの
を譲ってもらったものです。３０年程乗ってなかったので
すが、相談した女房の「いいよ」という軽い反応で即買
ってしまいました。
　ゴールデンウィークは後ろのシートに女房殿を乗せて長
野県の安曇野まで信州ソバを食べに１泊のツーリングに出
かけてきました。乗用車とは違って休憩ばっかり多くてな
かなか目的地まで到着しませんが、特別に爽やかな寒さ
と雨風（この日は標高の高い所では雪が降ったそうです。）
もダイレクトに体感できます。大変気持ちいいですよ。
　最近は仕事でも天気が良いときは役所なんかにもバイ
クで出かけたりしてストレスを発散しています。どこか
で見かけたら声を掛けて下さい。本人の顔はヘルメット
の奥にしまってあるので判りにくいですが、淡いグリー
ンのＢＭＷです。
　話のネタがなくてバイクの話で終始してしまいましたが、
行政書士会会員の中でバイクが好きな方がおられたら一
緒にツーリングに行きませんか。私は天気の良い週末は
気の向くままに走っています。この夏には松山まで行く
予定です。

（次回は湖南支部の吉川　嘉一さんです）


